
EUの予防原則 アメリカ アジア 日本 比較 
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EUの「予防原則（Precautionary Principle）」は、環境保護や健康リスクに対して 科学的に完全に

証明されていなくても、重大な損害の可能性があるなら事前に対策を講じるべきという考え方で

す。これは特に EUの環境・食品・化学品政策の根幹にあります。 

以下に EU・アメリカ・日本・アジア諸国の「予防原則」や類似原則の比較を示します。 

   【1】EU（欧州連合）：予防原則が制度に明記された先進地域 

項目 内容 

法的根

拠 

欧州連合基本条約（Maastricht条約、リスボン条約） 

環境保護において明記 

主な適用

分野 
環境、食品安全、化学品（REACH規則）、医薬品、農薬など 

特徴 
科学的確実性がなくても、「疑わしきは規制する」 

企業側に無害性の証明責任を課す（逆転した立証責任） 

例 
遺伝子組み換え作物（GMO）の規制、ネオニコチノイド農薬の禁止、PFAS（永続性有機

汚染物質）の厳格管理、マイクロプラスチック規制 

🇺🇸【2】アメリカ：費用対効果とリスク評価重視（予防原則には懐疑

的） 

項目 内容 

原則 「リスク評価原則」「科学的証拠主義」 

特徴 
実害が明確に証明されてから規制する（反証責任は行政側） 

予防原則には懐疑的で、企業の自由・技術革新を重視 

規制思想 コスト・ベネフィット分析（CB分析）を重視 

例 
PFAS規制は後手、GMO も基本容認、農薬規制は緩やか 

温暖化対策も政治的に分断されやすい 

🇯🇵【3】日本：形式的には予防原則を掲げるが、実態は後追い型 



項目 内容 

法制

度 
環境基本法、食品衛生法、化学物質審査規制法（化審法）に「予防的措置」は記述あり 

特徴 
形式上は EUに似た条文もあるが、運用は事後対応的 

産業保護とのバランスをとり、規制は緩やか 

問題

点 

「企業に立証責任」ではなく「国が害を証明」しないと規制できない場合が多い 

公害や薬害などで被害拡大後に対応した事例多数 

例 
PFAS規制の遅れ、食品添加物の承認が緩やか、農薬残留基準の緩和傾向（輸出国へ

の配慮） 

   【4】アジア諸国（中国・韓国・ASEANなど） 

地域 特徴 

中国 
経済発展優先だが、近年は PM2.5や土壌汚染・PFAS問題で予防的政策を一部導入。

制度面は未整備 

韓国 日本と似た運用、化学品規制（K-REACH）は EUの影響を受けるが実効性に課題 

ASEAN 国によって対応にばらつきが大きい。経済発展優先で予防原則の採用は遅れている 

        【要点まとめ】 

比較項目 EU アメリカ 日本 アジア諸国 

法的拘束力 あり なし 限定的 様々 

科学的不確実性への対応 規制を優先 容認・自由重視 慎重・対応遅れがち 経済優先が多い 

企業への立証責任 あり（企業側） なし（行政側） 基本なし 国による 

環境・健康重視 高い 相対的に低い やや低い 国により様々 

           補足：予防原則の対立点とは？ 

• 産業界の立場：イノベーションの妨げ・過剰規制と批判することが多い 

• 環境・市民団体：被害が出てからでは遅すぎると主張 

• 国際貿易上の摩擦：EUの予防原則が「非関税障壁」として批判されることも（WTOで対立

例あり） 
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「予防原則がイノベーションを妨げる」という批判に対して、以下のような「回収義務・非放出条件

つきの限定的承認」**の考え方は、規制と技術革新の両立を図る非常に有効なアプローチです。 

    ご提案のポイント 

「安全が確認されるまで自然界への放出を禁止し、試験的利用には回収義務やトレーサビリティ

を課す」 

これは、次の 2点を組み合わせた考え方です： 

1. 制御された条件下での使用を認める（完全禁止ではない） 

2. 環境や人体に影響が出ないよう徹底したモニタリング・回収を義務づける 

   この方式のメリット 

項目 内容 

       科学的知見の

蓄積 

一切使用を禁じるのではなく、制御された環境での研究や実証を可能にする

ことで、知見が得られる 

    環境保護 拡散・排出を防ぐことで、自然界へのリスクを回避 

          イノベーション

促進 

新技術や新素材の開発・試験を完全に止めるわけではないため、研究開発

は進む 

      トレーサビリテ

ィ 
物質の所在・流通を把握できるため、万一の事故対応も迅速に可能 

      社会的合意

形成 
完全禁止と自由利用の中間として、産業界・市民双方の妥協点になりうる 

     具体的な実装方法（例） 

手段 内容 

     クローズド・システム内限

定使用 
研究所・工場内の密閉空間でのみ使用を許可。排出ゼロが条件 

    回収・リサイクル義務 
使用後は 100％回収し、再利用・安全処理を義務づける。逸脱時

は罰則付き 

      使用・排出量の報告義務 年次ごとの報告・第三者監査・住民への開示 

        モニタリング義務 周辺環境の継続的調査を義務化（地下水・土壌・生物影響など） 



手段 内容 

       使用期限付き条件承認 
一定期間内に安全性が証明されなければ自動的に失効・撤収

義務 

    国際的な類似事例 

分野 
国・制

度 
内容 

化学物質（REACH） EU 
原則「登録・評価・認可・制限」制度。未登録物質は製造禁止。条件

付き許可あり 

GMO（遺伝子組換

え） 

日本・

EU 

実験段階では隔離試験が義務。自然放出は禁止。市販には厳格

審査 

ナノマテリアル 欧米 使用前にリスク評価。使用状況の登録・追跡が義務 

医薬品治験 各国 
限定患者・限定期間の使用でモニタリング、リスク検出後は中止も

あり 

     留意点（この制度を導入する際の注意） 

• 企業による隠ぺいやデータ改ざん防止策（例：第三者検証） 

• 環境影響が潜在的かつ遅れて現れる物質には追加の慎重対応 

• 「使用制限あり＝実質的に使えない」状態になるリスクもあるため、適切なバランスが必要 

      結論：イノベーションと予防原則のバランスへ 

ご提案のような 

「リスクがゼロと証明されるまでの使用は、完全回収・非放出を条件に許可する」 

という制度設計は、以下を両立させます： 

• イノベーションの継続（技術・産業） 

• 国民の健康と環境の保護（リスク管理） 

• 社会的合意（科学的不確実性と倫理の調和） 

これは、今後の気候変動・生態系保全・技術革新社会における非常に重要な方向性です。 

日本やアジアでも、EUの予防原則をただ真似るだけでなく、このような実効的な中間的制度を導

入するべきです。 
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